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    １．募集人数および受験資格 
 

      2025年度　 １年生　若干名 
              ４年生　若干名 

 
  　1クラス26名✕3学級　1学年計78名定員を目途に若干名を募集します。 
     なお1クラス26名定員については、「元在籍児童が海外赴任から帰国等により復学する場合」等、 
     本校が認める事情により、数名程度定員を超えて受け入れることがあります。 
 
受験資格 

　 １年生　２０１８年４月２日～２０１９年４月１日に生まれた者  
４年生　２０１５年４月２日～２０１６年４月１日に生まれた者 

 
 
２．入試日程 
 
　　編入試験実施日が決まりましたら、当校HPに実施の案内を掲載します。 
　　出願前に必ず学校説明会にご参加ください。 
 
 
３．出願 
　　 
　　出願日程 
　　・編入試験日程と併せて、当校HPに案内を掲載します。 
 
　　出願申請フォーム：https://forms.gle/HLW3dxenR8gXd4LJ7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　・出願の際、以下の質問がございますので予め情報の準備や文章を作成いただき、フォームで 
　　　コピー＆ペーストをしていただけるよう準備をしておいてください。 
　　　■家族構成　ご家族それぞれの生年月日、職業、お勤め先会社名、ごきょうだいの学校名、学年等 
　　　■志望動機（800字程度）  
　　　■ご自分のお仕事や社会との関わりを通じた社会貢献についてのお考え(800字程度)  
 
　　検定料 
　　　３０,０００円／１名 
　　　振込名義は必ず代表保護者のお名前で、振込手数料は自己負担でお願いします。 
 
　　　＜振込先＞ 瀬戸信用金庫（1554）　 
  　　　　              瀬戸東支店（003）　 
  　　　　              普通 0843989 
  　　　　              ガク）ソランガクエン 
 
　　　保護者面接日程をメールにて通知します。  
　　　出願後3日たっても、入試担当より連絡がない場合はお手数ですが0561-56-2345瀬戸SOLAN事務部 
　  　  (受付時間　平日9:00〜17:00まで)まで、ご連絡ください。  
 
 
 



 

４．入学試験 
 

試験について  
本校の試験はいわゆる学力（と呼ばれるもの）が高く、お行儀の良い児童を選抜するものではないため、

特別な対策は不要です。 
保護者様との面接を通じて、本校が実現しようとしている教育に、ご家庭がパートナー として、ともに歩ん
でくださるかどうかを大切にします。 
ただし、入学後の学習の参考にするために国語・算数の学力検査を課す場合がありますが、決してむず

かしいものではありません。対策としては、一緒に本を読むこと、その内容について語りあうことや、前学

年までのおさらいをおすすめします。 
 

       ①お子様の行動観察と学力検査及び②保護者面接（対面）を行います。 
　　　編入試験の①お子様の行動観察は原則として編入対象学年への2日間の体験入学で代えます。 
　　　学力検査は体験入学中に実施します。 
　　　編入のための体験入学（兼　行動観察）は本校が定める日程で実施いたします。 　　　 
　　　海外や遠方在住等で体験入学実施が困難な場合は、学年と事情を考慮し児童面接で教員が行動を 
　　　見取ることで代える場合があります。 
 
　　②保護者面接 
　　　保護者面接は、可能な限りご両親でご参加くださいますようお願いいたします。 
　　　遠方の場合はお二人でオンライン、あるいはお一人が対面でお一人がオンラインの対応も可能です。 
　　　なお、お一人でご参加いただく場合も、それにより選考が不利になることはありません。 
　　　保護者様の面接当日は平服で学校へお越しください。上履きは不要です。 
 
　　※編入出願者を対象とした夏休みのSOLAN体験入学に参加した児童がSOLAN編入を希望する場合、 
           編入試験の①お子様の行動観察は免除とし、学力検査（体験中に実施）と②保護者面接のみ実施 
           します。 
 
　　 瀬戸SOLAN学園　入学合格基準  
 　・保護者が本校の建学の志や指導理念に共感し、パートナーとして共に学校をつくっていこうとして 
　　 くださること 
 　・児童は、終始個別指導が必要な状態ではないこと。全体への指示を聞いて動くことができること 
　　（苦手なことへの個別指導はもちろんします。）  
　 ・児童も保護者も自他を大切にできること。他の児童や教職員に対し、敬愛の気持ちをもち、粗暴な 
　　 言動をせず、互いの個性や特性を尊重し合えること  
　   
※今までの学校生活で発達について勧告や医療機関での受診や療育での学びがあった場合には、必ず 
　出願時に記入欄でお申し出ください。個性を大切にする本校では決してそれを不利益に扱いません。 
　多様な子を認め、その人格を尊重しています。むしろ、隠したことがわかった場合は保護者様を 
　パートナーとして信頼できなくなってしまいますので、最悪の場合、入学許可取消とする場合がござい 
　ます。 
※本校では全校で児童の個性を大切に多様な人材が成長できるよう少人数教育を行っておりますが、特別 
　支援学校の代わりを担える学校ではございません。合格基準には「児童は、終始個別指導が必要な状態 
　ではないこと。」と表記していることについてご理解ください。 
　これについては、我々の力不足が残念で悔しく思っております。もっと本校が力をつけて本当の意味での 
　インクルーシブ教育を実現できるよう研鑽いたします。    
 



 

５．入学金 
  
　　合格者は発表時にご案内する、メール内に期日等が記載されております。 
　　その期日までに着金確認ができるよう振込にて納付していただきます。 
　　着金確認ができない場合は辞退とみなします。 
 
　　・入学金：６００,０００円   
　　　※瀬戸市民特典として、入学金を20％割引します。 
　　　　入学後1年以内に免許証等の公的書類提出により、入学1年後の学費請求にて相殺。 
　　　※きょうだいが入学する場合には2人目から入学金を30％減免します。  
　　　 
　　受験料及び入学金の返還  
　　一旦納入された受験料と入学金は、7 項の2の②の場合を除きいかなる理由があっても返還しません 
　　のでご了承ください。 
  
 
６．学費等 
  
　   ・授業料　　　　　 月 額 ：８０,０００円　年 間 ：９６０,０００円  
　   ・施設利用整備費 　月 額 ：２０,０００円　年 間 ：２４０,０００円  
 
※上記に加え、教材費、給食費、行事実施費(実費)、後援会費、制定品費（制服、リュックサック、 体操 
　服など）、希望する資格試験等受験料が別途必要です。  
※2025年度在校生のきょうだいが入学する場合には授業料（月額）８０，０００円を30％減免 します。  
※2025年度同時に入学するきょうだい（双子等）についても同様に２人目より、 
　授業料（月額）８０，０００ 円から30％を減免します。 
※きょうだい割について、一人目は満額収受で、二人目から割引がある制度です。 
 
 
７．個人情報保護と肖像権  
 
　出願に際してご提出いただく個人情報につきましては、入試および入学後の指導に関する業務以外の 
　目的では一切使用いたしません。 
　また本校の個人情報保護ポリシーに拠り、適切に扱います。 本校は学校の性質上、大学はじめ研究 
　機関、企業との連携やマスコミでの報道や広告等でお子様や保護者様の肖像が使用されることが 
　ございますので、肖像の使用について出願の時点でご了解いただいたとみなします。なお、顔と 
　名前が同時に写り込むような個人情報となる動画や静止画は公開いたしませんのでご安心ください。  
 
 
８．入学辞退と入学資格取消  
 
　　１．保護者様は受験料と入学金の放棄をもって入学を辞退できます。  
　　２．本校は次のような場合に限り入学の取り消しをする場合があります。 
　　　　申し上げるまでもありません が、本校は教育機関でありこの条項の濫用は決して致さないことを 
　　　　誓約いたします。  
　　　　① 保護者様または同居の親族が反社会的勢力と密接な関係があると認められる場合。 
　　　　② 保護者様と本校の信頼関係が破綻し、協議を経てもなお信頼回復が不可能と認められる場合。 



 

９．いじめ他害行為撲滅に向けて  
 
　　① 学校は繰り返し、他害行為を行った子どもを全力で指導します。 
　　　 当然ながら家庭における保護者様からの指導も同様に重要なので、それもしっかり行っていただく 
　　　 ように保護者様にも依頼をいたします。  
　　② 学級の安全を守るために、他害行為を行った子どもの別室登校やオンラインによる授業参加という 
　　　 措置をとる場合があります。 
　　　 これは決して子どもへの単なるこらしめではありません。 
　　　 あくまで他の子どもの安全を守るためと、本人の意識改善を促すための緊急措置です。  
　　③「保護者が学校を信頼していない」あるいは「保護者が子どもの改善に全力で取り組むパートナー 
　　　 としての姿勢が不十分である」と学校が判断した、つまり、家庭と学校という教育の両輪の一方が 
　　　 欠けた状態と判断した場合は、止むを得ず退校勧告を行います。  
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　  


